
JP 6252316 B2 2017.12.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載されるとともに、
　前記車両の周辺の景色に画像を重畳表示させる表示装置（４）を制御する表示制御部（
１８、１９）を備える車両用表示制御装置（１）であって、
　前記車両に搭載され、前記車両の周辺に存在する障害物を検出する障害物センサ（２）
が作動しているかを検出するセンサ作動検出部（１１）と、
　前記障害物センサで前記障害物を検出した場合に、前記車両に対する前記障害物の相対
位置を特定する相対位置特定部（１４）と、
　前記障害物センサで前記障害物を検出した場合に、前記車両に対する前記障害物の相対
速度を特定する相対速度特定部（１５）とを備え、
　前記表示制御部は、
　前記センサ作動検出部で前記障害物センサが作動していることを検出している場合に、
前記障害物センサの検出範囲におさまり、且つ、前記車両から路面に沿って周辺へ広がる
検出目安領域を、前記車両のドライバの視点で表す検出目安画像に変換して、前記表示装
置を用いて、前記車両の周辺の景色に重畳表示させるとともに、
　前記相対位置特定部で特定した前記障害物の相対位置が前記検出目安領域内であった場
合には、前記検出目安画像のうち、その障害物の前記相対位置に応じた方向にある境界領
域に、その障害物の前記相対位置に応じた方向から広がる円弧状の波紋を、前記円弧状の
波紋が広がる方向に波紋が動いて見えるように表示させつつ、前記境界領域に前記円弧状
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の波紋を表示させる場合に、前記相対速度特定部で特定した前記障害物の相対速度が大き
くなるほど、前記円弧状の波紋の波同士の間隔を狭く表示させることを特徴とする車両用
表示制御装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記車両は、操舵及び加減速の少なくともいずれかを自動で行う自動運転と、操舵及び
加減速のいずれも前記ドライバの運転操作に従って行う非自動運転とを切り替えることが
可能なものであって、
　前記表示制御部は、
　前記車両が前記自動運転中の場合であって、且つ、前記相対位置特定部で特定した前記
障害物の相対位置が前記検出目安領域内であった場合には、前記検出目安画像を表示させ
るとともに、前記検出目安画像のうちの前記境界領域の表示態様を変化させて表示させる
一方、
　前記車両が前記非自動運転中の場合であって、且つ、前記相対位置特定部で特定した前
記障害物の相対位置が前記検出目安領域内であった場合には、前記検出目安画像を表示さ
せず、その障害物の前記相対位置に応じた方向に障害物の存在を示す画像を表示させるこ
とを特徴とする車両用表示制御装置。
【請求項３】
　車両に搭載されるとともに、
　前記車両の周辺の景色に画像を重畳表示させる表示装置（４）を制御する表示制御部（
１８、１９）を備える車両用表示制御装置（１）であって、
　前記車両は、操舵及び加減速の少なくともいずれかを自動で行う自動運転と、操舵及び
加減速のいずれも前記ドライバの運転操作に従って行う非自動運転とを切り替えることが
可能なものであって、
　前記車両に搭載され、前記車両の周辺に存在する障害物を検出する障害物センサ（２）
が作動しているかを検出するセンサ作動検出部（１１）と、
　前記障害物センサで前記障害物を検出した場合に、前記車両に対する前記障害物の相対
位置を特定する相対位置特定部（１４）とを備え、
　前記表示制御部は、
　前記センサ作動検出部で前記障害物センサが作動していることを検出している場合に、
前記障害物センサの検出範囲におさまり、且つ、前記車両から路面に沿って周辺へ広がる
検出目安領域を、前記車両のドライバの視点で表す検出目安画像に変換して、前記表示装
置を用いて、前記車両の周辺の景色に重畳表示させるとともに、
　前記車両が前記自動運転中の場合であって、且つ、前記相対位置特定部で特定した前記
障害物の相対位置が前記検出目安領域内であった場合には、前記検出目安画像を表示させ
るとともに、前記検出目安画像のうち、その障害物の前記相対位置に応じた方向にある境
界領域の表示態様を変化させて表示させる一方、
　前記車両が前記非自動運転中の場合であって、且つ、前記相対位置特定部で特定した前
記障害物の相対位置が前記検出目安領域内であった場合には、前記検出目安画像を表示さ
せず、その障害物の前記相対位置に応じた方向に障害物の存在を示す画像を表示させるこ
とを特徴とする車両用表示制御装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記表示制御部は、前記検出目安画像のうちの前記境界領域に、その障害物の前記相対
位置に応じた方向から広がる円弧状の波紋を表示させることを特徴とする車両用表示制御
装置。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記表示制御部は、前記境界領域に前記円弧状の波紋を表示させる場合に、前記円弧状
の波紋が広がる方向に波紋が動いて見えるように表示させるものであって、
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　前記障害物センサで前記障害物を検出した場合に、前記車両に対する前記障害物の相対
速度を特定する相対速度特定部（１５）を備え、
　前記表示制御部は、前記境界領域に前記円弧状の波紋を表示させる場合に、前記相対速
度特定部で特定した前記障害物の相対速度が大きくなるほど、前記円弧状の波紋の波同士
の間隔を狭く表示させることを特徴とする車両用表示制御装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項において、
　前記表示制御部は、前記相対位置特定部で特定した前記障害物の前記相対位置が前記車
両に近くなるほど、表示態様を変化させて表示させる前記境界領域の、前記検出目安画像
に対する割合を大きく表示させることを特徴とする車両用表示制御装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項において、
　前記表示制御部は、前記検出目安画像のうちの前記境界領域の色を、前記境界領域以外
の前記検出目安画像の色とは異なる色に変化させて表示させることを特徴とする車両用表
示制御装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項において、
　前記車両は、操舵及び加減速の少なくともいずれかを自動で行う自動運転と、操舵及び
加減速のいずれも前記ドライバの運転操作に従って行う非自動運転とを切り替えることが
可能なものであって、
　前記表示制御部は、前記車両が前記自動運転中の場合には、前記検出目安画像を表示さ
せる一方、前記車両が前記非自動運転中の場合には前記検出目安画像を表示させないこと
を特徴とする車両用表示制御装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項において、
　前記ドライバの入力操作に基づいて、前記検出目安画像が広がる範囲を複数段階の範囲
から選択する選択部（１６）を備え、
　前記表示制御部は、
　前記選択部で選択した範囲の前記検出目安画像を、前記表示装置を用いて、前記車両の
周辺の景色に重畳表示させることを特徴とする車両用表示制御装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項において、
　前記車両の速度を特定する車速特定部（１３）を備え、
　前記表示制御部は、前記車速特定部で特定した前記車両の速度が大きくなるのに応じて
、前記障害物センサの検出範囲を越えない範囲で、前記検出目安画像の範囲を広げて表示
させる一方、前記車速特定部で特定した前記車両の速度が小さくなるのに応じて、前記検
出目安画像の範囲を狭めて表示させることを特徴とする車両用表示制御装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項において、
　前記表示装置はヘッドアップディスプレイ装置であって、
　前記表示制御部は、前記ヘッドアップディスプレイ装置を用いて、前記車両のウインド
シールドを通して前記車両のドライバに見える景色に画像を重畳表示させることを特徴と
する車両用表示制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像を表示させる車両用表示制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両に搭載された撮像装置やソナーやミリ波レーダ等のセンサによって車両周辺
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の障害物を検出し、ドライバに向けて報知する技術が知られている。例えば、特許文献１
には、ミリ波レーダ等の障害物センサによる先行車の有無等の検出結果をユーザに通知す
る技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－４１４４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示の技術では、障害物センサの検出結果から先行車の有無をドライバが
知ることができるものの、障害物センサでの検出結果の通知を受けるだけなので、少なく
ともどの程度の範囲までが障害物センサの検出対象となっているのかをドライバが直感的
に把握することはできなかった。ドライバによっては、安心感を得るために、少なくとも
どの程度の範囲までが障害物センサの検出対象となっているのかを把握したい要求がある
と考えられる。
【０００５】
　また、近年では、自動で先行車に追従走行させたり、自動で車線を保持して走行させた
りするなどの自動運転が提案されている。この自動運転時には、ドライバが運転操作を行
わないからこそ、安心感を得るために、少なくともどの程度の範囲までが障害物センサの
検出対象となっているのかをドライバが把握したい要求が特に高まると考えられる。
【０００６】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、少なくともど
の程度の範囲までが障害物センサの検出対象となっているのかをドライバが直感的に把握
できるようにする車両用表示制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　車両用表示制御装置に係る第１の発明は、車両に搭載されるとともに、車両の周辺の景
色に画像を重畳表示させる表示装置（４）を制御する表示制御部（１８、１９）を備える
車両用表示制御装置（１）であって、車両に搭載され、車両の周辺に存在する障害物を検
出する障害物センサ（２）が作動しているかを検出するセンサ作動検出部（１１）と、障
害物センサで障害物を検出した場合に、車両に対する障害物の相対位置を特定する相対位
置特定部（１４）と、障害物センサで障害物を検出した場合に、車両に対する障害物の相
対速度を特定する相対速度特定部（１５）とを備え、表示制御部は、センサ作動検出部で
障害物センサが作動していることを検出している場合に、障害物センサの検出範囲におさ
まり、且つ、車両から路面に沿って周辺へ広がる検出目安領域を、車両のドライバの視点
で表す検出目安画像に変換して、表示装置を用いて、車両の周辺の景色に重畳表示させる
とともに、相対位置特定部で特定した障害物の相対位置が検出目安領域内であった場合に
は、検出目安画像のうち、その障害物の相対位置に応じた方向にある境界領域に、その障
害物の相対位置に応じた方向から広がる円弧状の波紋を、円弧状の波紋が広がる方向に波
紋が動いて見えるように表示させつつ、境界領域に円弧状の波紋を表示させる場合に、相
対速度特定部で特定した障害物の相対速度が大きくなるほど、円弧状の波紋の波同士の間
隔を狭く表示させることを特徴としている。
　また、車両用表示制御装置に係る第２の発明は、車両に搭載されるとともに、車両の周
辺の景色に画像を重畳表示させる表示装置（４）を制御する表示制御部（１８、１９）を
備える車両用表示制御装置（１）であって、車両は、操舵及び加減速の少なくともいずれ
かを自動で行う自動運転と、操舵及び加減速のいずれもドライバの運転操作に従って行う
非自動運転とを切り替えることが可能なものであって、車両に搭載され、車両の周辺に存
在する障害物を検出する障害物センサ（２）が作動しているかを検出するセンサ作動検出
部（１１）と、障害物センサで障害物を検出した場合に、車両に対する障害物の相対位置
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を特定する相対位置特定部（１４）とを備え、表示制御部は、センサ作動検出部で障害物
センサが作動していることを検出している場合に、障害物センサの検出範囲におさまり、
且つ、車両から路面に沿って周辺へ広がる検出目安領域を、車両のドライバの視点で表す
検出目安画像に変換して、表示装置を用いて、車両の周辺の景色に重畳表示させるととも
に、車両が自動運転中の場合であって、且つ、相対位置特定部で特定した障害物の相対位
置が検出目安領域内であった場合には、検出目安画像を表示させるとともに、検出目安画
像のうち、その障害物の相対位置に応じた方向にある境界領域の表示態様を変化させて表
示させる一方、車両が非自動運転中の場合であって、且つ、相対位置特定部で特定した障
害物の相対位置が検出目安領域内であった場合には、検出目安画像を表示させず、その障
害物の相対位置に応じた方向に障害物の存在を示す画像を表示させることを特徴としてい
る。
【０００８】
　検出目安領域は、障害物センサの検出範囲におさまる領域であるので、障害物センサが
作動している場合に少なくともどの程度の範囲までが検出対象となっているかを示す領域
と言える。検出目安画像は、この検出目安領域を車両のドライバの視点で表している。ま
た、検出目安領域は、車両から路面に沿って周辺に広がる領域であるので、検出目安領域
を車両のドライバの視点で表した検出目安画像は、車両の周辺の景色に重畳表示させると
、ドライバからは路面に沿って広がるように見えることなる。
【０００９】
　表示制御部では、センサ作動検出部で障害物センサが作動していることを検出している
場合に、検出目安画像を車両の周辺の景色に重畳表示させるので、少なくともどの程度の
範囲までが実際に障害物センサの検出対象となっているかを、路面に沿った検出目安画像
の広がりで表すことができる。検出目安画像が路面に沿って表されていると、路面に接し
た構造物等を比較対象として距離感をはかりやすくなるので、車両からの距離感をドライ
バが直感的に把握しやすい。従って、少なくともどの程度の範囲までが障害物センサの検
出対象となっているのかをドライバが直感的に把握できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施形態１における運転支援システム１００の概略的な構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【図２】障害物センサ群２の検出範囲の一例を示す模式図である。
【図３】実施形態１におけるＨＣＵ１の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
【図４】検出目安領域について説明するための模式図である。
【図５】検出目安領域の選択について説明するための模式図である。
【図６】ＨＣＵ１での表示制御関連処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図７】障害物通知領域の設定の一例について説明するための模式図である。
【図８】円弧状の波紋の間隔の設定について説明するための模式図である。
【図９】円弧状の波紋が広がる方向に波紋が動いて見えるように表示させるための設定に
ついて説明するための模式図である。
【図１０】投影変換するために検出目安領域から切り出す範囲について説明するための模
式図である。
【図１１】ウインドシールドに投影される検出目安画像の表示態様について説明するため
の模式図である。
【図１２】ウインドシールドに投影される検出目安画像の表示態様について説明するため
の模式図である。
【図１３】ウインドシールドに投影される検出目安画像の表示態様について説明するため
の模式図である。
【図１４】ウインドシールドに投影される障害物通知画像の表示態様について説明するた
めの模式図である。
【図１５】変形例１における運転支援システム２００の概略的な構成の一例を示すブロッ
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ク図である。
【図１６】変形例１におけるＨＣＵ１ａの概略的な構成の一例を示すブロック図である。
【図１７】障害物との鉢合わせについて警告するアイコン画像の表示の一例である。
【図１８】一定の方向に障害物を頻繁に検出している場合のウインドシールドに投影され
る画像の表示の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。以下に示す実施形態は、左側
通行が法制化されている地域に対応した実施形態であり、右側が法制化されている地域で
は、以下の実施形態と左右が逆になる。
【００１２】
　（実施形態１）
　＜運転支援システム１００の概略構成＞
　図１は、本発明に係る車両用表示制御装置が適用された運転支援システム１００の概略
的な構成の一例を示す図である。図１に示すように運転支援システム１００は、ＨＣＵ（
Human Machine Interface Control Unit）１、障害物センサ群２、周辺監視ＥＣＵ３、Ｈ
ＵＤ（Head-Up Dispray）４、車両状態センサ群５、車両制御ＥＣＵ６、及び操作スイッ
チ群７を備える。例えば、ＨＣＵ１と、周辺監視ＥＣＵ３、車両状態センサ群５、及び車
両制御ＥＣＵ６とは、車内ＬＡＮを介して接続されている。運転支援システム１００を搭
載している車両を以降では自車と呼ぶ。
【００１３】
　障害物センサ群２は、自車に搭載され、自車の周囲に存在する障害物を検出するための
種々の障害物センサである。障害物センサ群２は、ミリ波レーダ、レーザレーダ、ソナー
、カメラ等の障害物センサである。
【００１４】
　ここで、障害物センサ群２の検出範囲について図２を用いて説明する。図２は、障害物
センサ群２の検出範囲の一例を示す図であって、ＨＶが自車を示しており、ＳＥが障害物
センサ群２の検出範囲を示している。以降の図についても同様である。障害物センサ群２
は、例えば、検出範囲の異なるセンサを複数組み合わせることによって、図２に示すよう
に、自車の周囲の全方位を検出範囲としている。
【００１５】
　周辺監視ＥＣＵ３は、障害物センサ群２の作動を制御する。また、周辺監視ＥＣＵ３は
、障害物センサ群２の信号をもとに、自車の周囲に存在する障害物の検出や、その障害物
の自車に対する相対位置や相対速度を検出する。そして、検出した相対位置や相対速度を
ＨＣＵ１に逐次出力する。
【００１６】
　例えば、障害物センサ群２がミリ波レーダ、レーザレーダ、ソナーである場合には、探
査波に対して反射波を受信したことから障害物を検出する。また、反射波の得られた探査
波を送信した方向から自車に対する障害物の方位を検出し、探査波を送信してから反射波
を受信するまでの時間から自車から障害物までの距離を検出する。障害物センサ群２がレ
ーダの場合には、位相モノパルス方式のレーダを用いることで自車に対する相対位置を検
出する構成としてもよい。相対速度については、探査波と反射波とのドップラーシフトを
もとに、公知の方法によって検出する構成とすればよい。
【００１７】
　障害物センサ群２がカメラである場合には、公知の画像認識技術によって障害物を検出
する。また、自車に対するカメラの設置位置及び光軸の向きが決まれば、撮像画像中での
位置から、自車に対する方位や距離（つまり、相対位置）を検出することができるので、
自車に対するカメラの設置位置及び光軸の向きと、撮像画像中の障害物の位置とから、自
車に対する障害物の相対位置を検出する。障害物センサ群２がステレオカメラの場合には
、一対のカメラの視差量をもとに、自車に対する障害物の距離を検出する構成とすればよ
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い。相対速度については、逐次撮像される撮像画像中における障害物の大きさの変化をも
とに相対速度を検出する構成とすればよい。
【００１８】
　ＨＵＤ４は、ＴＦＴ液晶パネルに形成された表示画像を自車のウインドシールドに投影
することにより、表示画像の虚像を自車の室内から視認可能に表示させるヘッドアップデ
ィスプレイ装置である。ＨＵＤ４によって表示されるこの虚像は、車両前方の風景と重な
ってドライバに視認される。つまり、ＨＵＤ４は、自車のウインドシールドを通して自車
のドライバに見える景色に画像を重畳表示させる。以降では、ＨＵＤ４によってウインド
シールドに投影される表示画像を、ＨＵＤ画像と呼ぶ。なお、ＨＵＤ４は、表示素子とし
てＴＦＴ液晶パネルを用いる構成に限らず、レーザー素子を用いる構成としてもよい。
【００１９】
　ＨＵＤ画像が投影されるウインドシールド上の投影面は、ドライバの視線移動量を少な
くして焦点調整負荷を軽減するために、ドライバが運転操作する際に確保されるべき運転
視界領域よりも下方に位置するようになっている。
【００２０】
　車両状態センサ群５は、自車の状態を検出する種々のセンサであって、例えば、車速セ
ンサ、加速度センサ、ヨーレートセンサ、衛星測位システムで用いる受信機、舵角センサ
などが含まれる。車速センサは自車の速度を検出し、加速度センサは自車に作用する加速
度を検出し、ヨーレートセンサは、自車の鉛直軸まわりの角速度（つまり、ヨーレート）
を検出する。衛星測位システムで用いる受信機は、測位衛星からの電波を受信することで
、現在位置を示すデータを取得する。舵角センサは、自車の操舵角を検出する。
【００２１】
　車両制御ＥＣＵ６は、周辺監視ＥＣＵ３や車両状態センサ群５から入力される情報に基
づき、図示しないＥＰＳ_ＥＣＵに自動で操舵制御を行わせたり、図示しないエンジンＥ
ＣＵやブレーキＥＣＵに自動で加減速制御を行わせたりする。ＥＰＳ_ＥＣＵは、ＥＰＳ
アクチュエータを動作させることで操舵角の制御を行う。エンジンＥＣＵは、スロットル
アクチュエータを動作させることで加速の制御を行う。ブレーキＥＣＵは、ブレーキアク
チュエータを動作させることで減速の制御を行う。
【００２２】
　自動で加減速制御を行う例としては、周辺監視ＥＣＵ３で検出した障害物のうちの自車
の先行車との車間距離が目標車間距離となるように自動で加減速制御を行う周知の追従走
行制御が挙げられる。自動で操舵制御を行う例としては、走行車線を維持するように自動
で操舵制御を行う車線保持制御が挙げられる。車線保持制御を行う場合には、障害物セン
サ群２に、自車前方の路面を撮像するためのカメラを含ませる構成とする。追従走行制御
や車線保持制御を実施して自車が走行していることを以降では自動運転と呼ぶ。なお、自
動運転は半自動運転と言い換えることもできる。
【００２３】
　操作スイッチ群７は、例えばステアリング周辺に設けられるメカニカルなスイッチ等で
ある。操作スイッチ群７は、自動運転の開始／終了を切り替えたり、各種設定を行ったり
するためにドライバによって操作される。
【００２４】
　ＨＣＵ１は、主にマイクロコンピュータとして構成され、いずれも周知のＣＰＵ、ＲＯ
ＭやＲＡＭやＥＥＰＲＯＭ等のメモリ、Ｉ／Ｏ、及びこれらを接続するバスによって構成
される。ＨＣＵ１は、周辺監視ＥＣＵ３、車両状態センサ群５、車両制御ＥＣＵ６、操作
スイッチ群７から入力された各種情報に基づき、ＨＵＤ４を用いて投影させる表示画像を
生成してＨＵＤ４に投影させる表示制御関連処理等の各種処理を実行する。このＨＣＵ１
が、請求項の車両用表示制御装置に相当する。
【００２５】
　なお、ＨＣＵ１が実行する機能の一部又は全部を、一つ或いは複数のＩＣ等によりハー
ドウェア的に構成してもよい。
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【００２６】
　＜ＨＣＵ１の詳細構成＞
　図３に示すように、ＨＣＵ１は、センサ作動検出部１１、自動運転判定部１２、車速特
定部１３、相対位置特定部１４、相対速度特定部１５、検出目安領域選択部１６、変換前
設定部１７、投影変換部１８、及び表示制御部１９を備えている。
【００２７】
　センサ作動検出部１１は、周辺監視ＥＣＵ３が障害物センサ群２を作動させている場合
に、この周辺監視ＥＣＵ３の信号から、障害物センサ群２が作動していることを検出する
。
【００２８】
　自動運転判定部１２は、車両制御ＥＣＵ６が追従走行制御や車線保持制御を行わせてい
る場合に、この車両制御ＥＣＵ６の信号から、自車が自動運転中と判定する。一方、車両
制御ＥＣＵ６が追従走行制御及び車線保持制御のいずれも行わせていない場合には、自車
が非自動運転中と判定する。
【００２９】
　自動運転判定部１２は、操作スイッチ群７に含まれる自動運転の開始／終了を切り替え
るスイッチのオンオフによって、自車が自動運転中か非自動運転中かを判定する構成とし
てもよい。
【００３０】
　車速特定部１３は、車両状態センサ群５に含まれる車速センサの信号から、自車の速度
を特定する。相対位置特定部１４は、周辺監視ＥＣＵ３で検出した自車に対する障害物の
相対位置を、自車に対する障害物の相対位置と特定する。相対速度特定部１５は、周辺監
視ＥＣＵ３で検出した自車に対する障害物の相対速度を、自車に対する障害物の相対位置
と特定する。
【００３１】
　検出目安領域選択部１６は、操作スイッチ群７へのドライバの入力操作に基づいて、パ
ーソナルセーフティスペース（以下、検出目安領域）の範囲を選択する。検出目安領域と
は、障害物センサ群２が検出範囲としていることをドライバが把握しておきたい領域であ
る。
【００３２】
　まず、検出目安領域について、図４を用いて説明を行う。検出目安領域（図４のＰＳＳ
参照）は、障害物センサ群２の検出範囲（図４のＳＥ）そのものではなく、障害物センサ
群２の検出範囲よりも狭い領域である。検出目安領域は、障害物センサ群２の検出範囲そ
のものを示すためのものでなく、少なくともどの程度の範囲までが障害物センサ群２の検
出対象となっているのかをドライバが把握するための領域である。よって、検出目安領域
は、障害物センサ群２の検出範囲におさまってさえいれば、ドライバが自由に範囲を選択
してもよい。
【００３３】
　また、検出目安領域は、自車から周辺に広がる平面領域である。本実施形態では、一例
として、自車が水平面上に位置するとした場合の自車から水平方向に広がる平面領域とす
る。この平面領域の形状は、自車の車幅方向よりも自車の前後方向に長く、車線に沿って
伸びるような形状とする。
【００３４】
　検出目安領域は、例えば自車から見て前後方向をＹ軸、左右方向をＸ軸、高さ方向をＺ
軸とするワールド座標系上における、高さの値が固定された平面として表現される構成と
する。検出目安領域のＺ軸の値は、路面の高さを０とした場合に、この路面から離れすぎ
ない程度の値に設定されているものとする。一例として、検出目安領域のＺ軸の値は、１
ｍ以下程度とすればよい。
【００３５】
　続いて、図５を用いて、検出目安領域の選択について説明を行う。ここでは、大中小の
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３種類の検出目安領域が選択できる場合を例に挙げて説明を行う。図５のＰＳＳｌが範囲
「大」の検出目安領域、ＰＳＳｍが範囲「中」の検出目安領域、ＰＳＳｓが範囲「小」の
検出目安領域を示している。
【００３６】
　ドライバは、操作スイッチ群７を操作することで、「大」、「中」、「小」から好みの
範囲を選択する。検出目安領域選択部１６は、操作スイッチ群７へのドライバの入力操作
によって選択された範囲の検出目安領域を、以降の処理に用いるデフォルトの検出目安領
域として選択する。選択された検出目安領域は、例えばＨＣＵ１の不揮発性メモリに記憶
され、新たな選択が行われるまでは保持し続けるものとする。検出目安領域選択部１６が
請求項の選択部に相当する。
【００３７】
　変換前設定部１７、投影変換部１８、及び表示制御部１９については、以下の表示制御
関連処理の説明において詳述する。
【００３８】
　＜表示制御関連処理＞
　ここで、ＨＣＵ１での表示制御関連処理について図６のフローチャートを用いて説明を
行う。図６のフローチャートは、センサ作動検出部１１で障害物センサ群２が作動してい
ることを検出した場合に開始する。ここでは、便宜上、検出目安領域の選択は既に完了し
ているものとして説明を行う。
【００３９】
　まず、ステップＳ１では、変換前設定部１７が、検出目安領域選択部１６で選択された
デフォルトの検出目安領域の範囲をもとに、車速特定部１３で特定した自車の速度に応じ
て検出目安領域の範囲を決定する。
【００４０】
　具体的には、自車の速度が基準となる値よりも大きくなるのに応じて、障害物センサ群
２の検出範囲を越えない範囲で、デフォルトの検出目安領域を広げる。一方、自車の速度
が基準となる値よりも小さくなるのに応じて、デフォルトの検出目安領域を狭める。よっ
て、自車が速度を上げるほど検出目安領域は広がる一方、渋滞などで自車の速度が下がる
ほど検出目安領域は狭まることになる。
【００４１】
　なお、Ｓ１では、自車の速度が上限下限の閾値を超えるまでは検出目安領域をデフォル
トから変更せず、この閾値を超えた場合に自車の速度に応じて検出目安領域を広げたり狭
めたりする構成としてもよい。
【００４２】
　ステップＳ２では、自車が自動運転中と自動運転判定部１２で判定した場合（Ｓ２でＹ
ＥＳ）には、ステップＳ３に移る。一方、自車が非自動運転中と自動運転判定部１２で判
定した場合（Ｓ２でＮＯ）には、ステップＳ１０に移る。
【００４３】
　ステップＳ３では、変換前設定部１７が、Ｓ１で決定した検出目安領域を青色で表示さ
せるための設定を行う。具体例として、検出目安領域の各座標に対して、検出目安領域の
中心から縁になるほど色が薄くなる青色となるようにＲＧＢ値を設定する。つまり、縁が
ぼけて表示されるように設定する。
【００４４】
　ステップＳ４では、相対位置特定部１４で特定した自車に対する障害物の相対位置が、
Ｓ１で決定した検出目安領域の範囲内であった場合（Ｓ４でＹＥＳ）には、ステップＳ５
に移る。一方、検出目安領域の範囲内でなかった場合（Ｓ４でＮＯ）には、ステップＳ８
に移る。
【００４５】
　ステップＳ５では、変換前設定部１７が、自車に対する障害物の相対位置に応じて、検
出目安領域の表示態様を変更させるための設定を行う。まず、検出目安領域のうちの障害
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物の相対位置に応じた方向にある境界領域に、障害物の存在を知らせるための障害物通知
領域を設定する。
【００４６】
　障害物通知領域の設定の一例について、図７を用いて説明を行う。図７のＨＶが自車、
ＨＶｐｏｓｉが自車の位置、ＯＶｐｏｓｉが障害物の位置、ＰＳＳが障害物通知領域、ｐ
ｒｅＡＴが障害物の位置を中心とした所定範囲、ＡＴが障害物通知領域を示している。
【００４７】
　障害物通知領域を設定する場合には、Ｓ１で決定した検出目安領域（図７のＰＳＳ参照
）に対して、障害物の位置（図７のＯＶｐｏｓｉ参照）を中心とした所定範囲（図７のｐ
ｒｅＡＴ参照）を設定する。この所定範囲は、検出目安領域と同一平面上の、障害物の位
置を中心とした楕円若しくは円状の平面領域とし、検出目安領域よりも小さいものとする
。そして、障害物の位置を中心とした所定範囲と検出目安領域とで重複する領域を、障害
物通知領域として設定する（図７のＡＴ参照）。
【００４８】
　自車に対する障害物の位置が近いほど、障害物の位置を中心とした所定範囲と検出目安
領域とで重複する領域は多くなるので、障害物通知領域の範囲は、自車に対する障害物の
相対位置が近くなるほど大きく設定されることになる。
【００４９】
　また、障害物通知領域を設定する場合には、障害物通知領域の各座標に対して、障害物
の位置から障害物通知領域の縁に近づくほど色が薄くなる黄色となるようにＲＧＢ値を設
定する。つまり、縁がぼけて表示されるように設定する。
【００５０】
　さらに、変換前設定部１７は、障害物通知領域に、障害物の位置する方向から広がる円
弧状の波紋を表示させるための設定を行う。具体例として、障害物通知領域の各座標に対
して、障害物の位置する方向から広がる円弧状の波紋が障害物通知領域において浮き立つ
色（例えばオレンジ色）となるようにＲＧＢ値を設定する。
【００５１】
　円弧状の波紋の波の数は、本実施形態では一例として４つとする。円弧状の波紋を表示
させるための設定を行う場合には、円弧状の波紋の波同士の間隔（つまり、波紋の間隔）
が、波紋が広がる方向にゆくほど広がるように設定する。
【００５２】
　また、円弧状の波紋を表示させるための設定を行う場合には、波紋の間隔を、図８に一
例を示すように、自車に対する障害物の相対速度が大きくなるのに応じて狭くなるように
設定する。図８では、障害物の相対速度がより大きい場合とより小さい場合との波紋の間
隔を比較して示している。
【００５３】
　波紋の間隔を、自車に対する障害物の相対速度が大きくなるのに応じて狭くなるように
設定することで、円弧状の波紋の波同士の間隔の狭まり具合によって、障害物の自車に対
する相対速度の大きさをドライバに把握させることが可能になる。
【００５４】
　また、円弧状の波紋を表示させるための設定を行う場合には、円弧状の波紋が広がる方
向に波紋が動いて見えるように表示させるために、波の数が異なるパターンをそれぞれ設
定する。つまり、波の数が異なるパターン分だけ、障害物通知領域及び円弧状の波紋を含
む検出目安領域を設定する。
【００５５】
　ここで、図９を用いて、波の数が異なるパターンの設定についての説明を行う。本実施
形態の例では波の数は４つであるので、波の数が異なるパターンとして、Ｗ１～Ｗ４に示
すように波の数が「１つ」、「２つ」、「３つ」、「４つ」の４パターンを設定する。
【００５６】
　ステップＳ６では、Ｓ５で変換前設定部１７が設定した、障害物通知領域を含む検出目
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安領域のうち、自車よりも前方の領域を切り出し、切り出した検出目安領域を、投影変換
部１８が周知の投影変換によって、自車のドライバから見た画像（以下、検出目安画像）
に変換する。切り出す検出目安領域は、ＨＵＤ画像が投影されるウインドシールド上の投
影面に対応する範囲と言い換えることもできる。なお、投影変換する場合に用いるドライ
バの視点の位置は、予め記憶されている固定位置であってもよいし、乗員カメラなどによ
って検知された位置であってもよい。
【００５７】
　ここで、図１０を用いて、Ｓ６で切り出される検出目安領域の一例について説明する。
図１０のＡが自車の右斜め前方に障害物が位置する場合の例であって、Ｂが自車の右側方
に障害物が位置する場合の例である。図１０のＨＶが自車、ＯＶｐｏｓｉが障害物の位置
、ＰＳＳが障害物通知領域、ＡＴが障害物通知領域、Ｗａが円弧状の波紋、Ｃが切り出さ
れる検出目安領域を示している。
【００５８】
　図１０のＡに示すように、切り出される検出目安領域内に障害物が位置し、切り出され
る検出目安領域の範囲内に、障害物通知領域や円弧状の波紋の大部分が含まれている場合
には、この大部分についても切り出されることになる。そして、この障害物通知領域や円
弧状の波紋の大部分についても投影変換され、検出目安画像に含まれることになる。
【００５９】
　一方、図１０のＢに示すように、切り出される検出目安領域内に障害物が位置せず、切
り出される検出目安領域の範囲内に、障害物通知領域や円弧状の波紋の大部分が含まれな
い場合については、この大部分については切り出されないことになる。切り出されなかっ
た障害物通知領域や円弧状の波紋については、投影変換されず、検出目安画像に含まれな
いことになる。
【００６０】
　また、切り出された検出目安領域の投影変換は、円弧状の波紋の数が異なるパターン分
だけ実施する。
【００６１】
　ステップＳ７では、表示制御部１９が、Ｓ６で投影変換部１８が投影変換した検出目安
画像に透明感を与える処理を行ってＨＵＤ４に送信し、この検出目安画像を表示させるよ
うにＨＵＤ４に指示を行う。投影変換部１８及び表示制御部１９が請求項の表示制御部に
相当する。Ｓ６で得られた検出目安画像は、ＨＵＤ４によって自車のウインドシールドに
投影されることで、車両のドライバに見える景色に半透明で重畳表示される。透明感を与
える処理としては、周知のアルファブレンディングなどを用いればよい。
【００６２】
　また、表示制御部１９は、波の数が異なるパターン分だけ投影変換した、障害物通知領
域及び円弧状の波紋を含む検出目安画像を、波の数が少ないものから順に繰り返し表示さ
せるようにＨＵＤ４に指示を行う。具体例としては、図８に示すＷ１、Ｗ２、Ｗ３、Ｗ４
のパターン順に繰り返し表示させるようにＨＵＤ４に指示を行う。これによれば、ウイン
ドシールドに投影される検出目安画像において、円弧状の波紋の波の数が、波紋が広がる
方向に順番に増えてゆくように表示させることができるので、円弧状の波紋が広がる方向
に波紋が動いて見えるようになる。これにより、障害物の接近方向をドライバが把握しや
すくなる。
【００６３】
　また、表示制御部１９は、検出目安画像に自車の速度を示す画像を重畳してＨＵＤ４に
送信し、自車の速度を検出目安画像とともにウインドシールドに投影させる。なお、以降
のＳ９、Ｓ１３、Ｓ１４についても同様とする。自車の速度については、車速特定部１３
で特定した値を利用する。
【００６４】
　ここで、Ｓ７の処理によってＨＵＤ４でウインドシールドに投影される検出目安画像の
表示態様について、図１１、１２を用いて説明を行う。図１１、１２は、自車のドライバ



(12) JP 6252316 B2 2017.12.27

10

20

30

40

50

から見た前方の景色を示す模式図である。図１１は、自車の右斜め前方に追越車が位置す
る場合であって、図１２は自車の右側方に追越車が位置する場合である。
【００６５】
　図１１、１２では、参考のため、破線で囲った箇所に、天頂方向から見た自車の状況を
示している。図１１、１２のＯＶ１が先行車、ＯＶ２が自車を追い越す追越車、ＰＳＳが
検出目安領域、Ｖが自車の速度、ＰＥが検出目安画像を投影する投影面、ＰＳＳ－ｐが検
出目安領域を投影変換した検出目安画像、Ａｔが障害物通知領域、Ｗａが円弧状の波紋を
示している。なお、以降の図１３、１４についても重複する記号については同様である。
【００６６】
　検出目安領域は、自車が水平面に位置するとした場合の自車から水平方向に広がる平面
領域であるので、自車が路面に位置する場合には、この路面に沿って広がる平面領域とな
る。よって、この路面に沿って広がる平面領域である検出目安領域を投影変換した検出目
安画像は、図１１、１２に示すように、路面に沿って広がるように見える。
【００６７】
　検出目安領域内に障害物が位置しており、障害物通知領域の一部でも検出目安画像に含
まれている場合には、図１１、１２に示すように、検出目安画像のうちの、前述の障害物
通知領域にあたる領域が黄色く表示されるとともに、その領域に、障害物が接近してくる
方向から広がる円弧状の波紋が表示される。
【００６８】
　図１１に示すように、自車に対する障害物としての追越車の相対位置が自車の右側方で
あって、この追越車が前方の景色に含まれていない場合であっても、障害物通知領域及び
円弧状の波紋の一部が前方の景色に重畳して表示される。また、円弧状の波紋は、障害物
が位置する方向から広がって見えるように表示される。これによって、ドライバは、追越
車が前方の景色に含まれていない場合であっても、追越車が自車の右から近づいてきてい
ることを知ることができる。
【００６９】
　また、図１２に示すように、自車に対する障害物としての追越車の相対位置が自車の右
斜め前方であって、この追越車がドライバ前方の視界に入っている場合には、障害物通知
領域及び円弧状の波紋の大部分が前方の景色に重畳して表示される。また、円弧状の波紋
は、障害物が位置する方向から広がって見えるように表示される。これによって、ドライ
バは、前方の景色に含まれている追越車を障害物センサ群２によって検出できていること
を確認することができる。なお、Ｓ７の後は、ステップＳ１５に移る。
【００７０】
　図６に戻って、相対位置特定部１４で特定した自車に対する障害物の相対位置が、Ｓ１
で決定した検出目安領域の範囲内でなかった場合のステップＳ８では、Ｓ３で変換前設定
部１７が設定した検出目安領域を、投影変換部１８がＳ６と同様にして投影用画像に投影
変換する。
【００７１】
　ステップＳ９では、表示制御部１９が、Ｓ８で投影変換部１８が投影変換した投影用画
像をＨＵＤ４に送信し、この投影用画像を表示させるようにＨＵＤ４に指示を行う。Ｓ８
で投影変換する検出目安領域には、前述した障害物通知領域や円弧状の波紋が設定されて
いないので、ＨＵＤ４でウインドシールドに投影される検出目安画像は、前述した障害物
通知領域や円弧状の波紋のない検出目安画像となる。
【００７２】
　ここで、Ｓ９の処理によってＨＵＤ４でウインドシールドに投影される検出目安画像の
表示態様について、図１３を用いて説明を行う。図１３で示す例では、障害物が検出され
ていないので、図１３に示すように、障害物通知領域を示す色の変化や円弧状の波紋のな
い検出目安画像が表示されることになる。
【００７３】
　図６に戻って、自車が非自動運転中と判定した場合のステップＳ１０では、相対位置特
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定部１４で特定した自車に対する障害物の相対位置が、Ｓ１で決定した検出目安領域の範
囲内であった場合（Ｓ１０でＹＥＳ）には、ステップＳ１１に移る。一方、検出目安領域
の範囲内でなかった場合（Ｓ１０でＮＯ）には、ステップＳ１４に移る。
【００７４】
　ステップＳ１１では、変換前設定部１７が、自車に対する障害物の相対位置に応じて、
Ｓ５と同様にして、障害物の存在を知らせるための障害物通知領域の設定を行う。Ｓ１１
でも、障害物通知領域については、黄色で表示させるための設定を行う。
【００７５】
　ステップＳ１２では、Ｓ１１で変換前設定部１７が設定した障害物通知領域を、投影変
換部１８が周知の投影変換によって、自車のドライバから見た画像に変換する。以降では
、この障害物通知領域を投影変換した画像を障害物通知画像と呼ぶ。Ｓ１２では、障害物
通知領域とともに検出目安領域も投影変換する構成としてもよいが、従前のステップで検
出目安領域に色を付けて表示させる設定を行っていないので、障害物通知領域にあたる領
域以外の検出目安領域については、色のついた画像とならない。つまり、障害物通知領域
にあたる領域以外の検出目安領域については、表示されない画像となる。
【００７６】
　ステップＳ１３では、表示制御部１９が、Ｓ１２で投影変換部１８が投影変換した障害
物通知画像をＨＵＤ４に送信し、この障害物通知画像を表示させるようにＨＵＤ４に指示
を行う。障害物通知画像のうちの円弧状の波紋については、Ｓ７で説明したのと同様にし
て表示させるように指示を行う。
【００７７】
　ここで、Ｓ１３の処理によってＨＵＤ４でウインドシールドに投影される障害物通知画
像の表示態様について、図１４を用いて説明を行う。図１４の例では、検出目安領域内に
障害物が位置しており、障害物通知領域の一部が自車よりも前方に位置するので、黄色で
表される障害物通知画像が表示されるとともに、図１４に示すように、障害物通知画像の
領域に、障害物が接近してくる方向から広がる円弧状の波紋が表示される。なお、障害物
通知領域にあたる領域以外の検出目安領域については、表示されない。
【００７８】
　ステップＳ１４では、表示制御部１９が、自車の速度を示す画像をＨＵＤ４に送信し、
自車の速度をウインドシールドに投影させる。つまり、非自動運転中で障害物なしの場合
には、検出目安画像も障害物通知画像もウインドシールドに投影されないことになる。Ｓ
１４の後は、ステップＳ１５に移る。
【００７９】
　ステップＳ１５では、表示制御関連処理の終了タイミングであった場合（ステップＳ１
５でＹＥＳ）には、表示制御関連処理を終了する。一方、表示制御関連処理の終了タイミ
ングでなかった場合（ステップＳ１５でＮＯ）には、Ｓ１に戻って処理を繰り返す。表示
制御関連処理の終了タイミングの一例としては、センサ作動検出部１１で障害物センサ群
２が作動していることを検出しなくなったときなどがある。
【００８０】
　本実施形態では詳述しなかったが、相対位置特定部１４で特定した自車に対する障害物
の相対位置が、Ｓ１で決定した検出目安領域の範囲内であって、かつ、自車の後方である
場合には、障害物が自車の後方に位置することを報知するためのアイコン画像をＨＣＵ１
で生成する構成とすればよい。この場合、生成したアイコン画像をＨＵＤ４に送信し、検
出目安画像や障害物通知画像に重畳して表示させればよい。
【００８１】
　（実施形態１のまとめ）
　検出目安画像は、障害物センサ群２が検出対象としている範囲におさまる検出目安領域
を、車両のドライバから見た画像に投影変換した画像であるので、少なくともどの程度の
範囲までが障害物センサ群２の検出対象となっているかをドライバ視点で表すことができ
る。また、検出目安領域は、路面に沿って広がる平面領域であるので、前述したように、
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検出目安領域を車両のドライバから見た画像に投影変換した検出目安画像は、車両のウイ
ンドシールドを通して車両のドライバに見える景色に重畳表示させると、ドライバからは
路面に沿って広がるように見える。
【００８２】
　実施形態１では、この検出目安画像を、障害物センサ群２が作動していることを検出し
ている場合に表示させるので、少なくともどの程度の範囲までが実際に障害物センサ群２
の検出対象となっているかを、路面に沿った検出目安画像の広がりで表すことができる。
検出目安画像が路面に沿って表されていると、路面に接した構造物等を比較対象とするこ
とで距離感をはかりやすくなるので、自車からの距離感をドライバが直感的に把握しやす
い。従って、少なくともどの程度の範囲までが実際に障害物センサ群２の検出対象となっ
ているのかをドライバが直感的に把握できるようになる。
【００８３】
　また、非自動運転中に比べ、自動運転中には、ドライバが運転操作を行わないからこそ
、安心感を得るために、少なくともどの程度の範囲までが障害物センサ群２の検出対象と
なっているのかをドライバが把握したい要求が特にあると考えられる。実施形態１によれ
ば、自車が非自動運転中には上述の検出目安画像を表示させない一方、自動運転中である
場合に上述の検出目安画像を表示させるので、検出目安画像がドライバにとって特に必要
と思われる状況で検出目安画像を表示させることが可能になる。
【００８４】
　他にも、実施形態１の構成によれば、自車の速度が大きくなるのに応じて検出目安領域
を広げる。自車の速度が大きくなるほど、ドライバは早目に進行方向前方の状況を把握し
たい要求があると考えられるが、以上の構成によれば、自車の速度が大きくなるのに応じ
て、検出目安領域を自車の進行方向に広げることができるので、この要求を満たすことが
可能になる。
【００８５】
　また、実施形態１の構成によれば、自車の速度が小さくなるのに応じて検出目安領域を
狭める。よって、渋滞時には検出目安領域を狭めることができる。渋滞時には、自車近辺
に常に障害物としての先行車や並走車が位置することになると考えられるが、渋滞時に検
出目安領域を狭めることで、近辺に位置するこの先行車や並走車を障害物として通知する
対象から外しやすくすることが可能になる。その結果、渋滞時には、近辺に位置する先行
車や並走車について障害物通知領域を示す画像を表示させることを抑え、煩わしさを低減
することが可能になる。
【００８６】
　（変形例１）
　また、自車と障害物とが鉢合わせすると予測されるまでの時間であるＴＴＣ（Time To 
Collision）を算出し、ＴＴＣが設定値を下回った場合に警報表示や警告音を出力する構
成（以下、変形例１）としてもよい。以下では、この変形例１について図を用いて説明を
行う。なお、説明の便宜上、この変形例１以降の説明において、それまでの実施形態の説
明に用いた図に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、そ
の説明を省略する。
【００８７】
　変形例１の運転支援システム２００は、図１５に示すように、ウインカスイッチ８と音
声出力装置９とをさらに含む点、及びＨＣＵ１の代わりにＨＣＵ１ａを含む点を除けば、
実施形態１の運転支援システム１００と同様である。
【００８８】
　ウインカスイッチ８は、ドライバによる方向指示器のランプ点灯操作（つまり、ウイン
カランプの点灯操作）を検出するためのスイッチであって、左右のウインカランプの点灯
操作をそれぞれ検出するように設けられている。ウインカスイッチ８は、ランプ点灯操作
が行われた場合に、左右どちらのウインカランプの点灯操作が行われたかを示す信号を出
力する。
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【００８９】
　音声出力装置９は、スピーカ等から構成され、ＨＣＵ１ａの指示に従って、ブザー音や
音声を出力する。
【００９０】
　ＨＣＵ１ａは、センサ作動検出部１１、自動運転判定部１２、車速特定部１３、相対位
置特定部１４、相対速度特定部１５、検出目安領域選択部１６、変換前設定部１７、投影
変換部１８、表示制御部１９、及びＴＴＣ判定部２０を備える。つまり、ＴＴＣ判定部２
０を備える点を除けば、実施形態１のＨＣＵ１と同様である。以降では、図１６を用いて
、ＴＴＣ判定部２０での処理について説明を行う。図１６では、ＨＣＵ１ａが備える部材
のうち、ＴＴＣ判定部２０での処理を説明するために必要な部材以外については省略して
いる。
【００９１】
　ＴＴＣ判定部２０は、相対位置特定部１４で特定した自車に対する障害物の相対位置が
、検出目安領域の範囲内であった場合に、この障害物について相対位置特定部１４で特定
した自車に対する相対位置と、この障害物について相対速度特定部１５で特定した自車に
対する相対速度と、ウインカスイッチ８の信号をもとに、ＴＴＣを算出する。
【００９２】
　一例として、自車に対する障害物の相対位置の経時変化から、自車と障害物とが鉢合わ
せる関係にあるかを推定する。そして、鉢合わせる関係にあると推定した場合には、現在
位置から鉢合わせすると推定される地点までの距離を、自車に対する障害物の相対速度で
除算することでＴＴＣを算出する。
【００９３】
　また、自車と障害物とが鉢合わせる関係にない場合、つまり、自車線や自車線の隣接車
線を障害物が並走している場合や自車線の対向車線を障害物が走行している場合には、Ｔ
ＴＣを無限大として算出する。
【００９４】
　ただし、自車と障害物とが鉢合わせる関係にない場合であっても、ウインカスイッチ８
の信号から、障害物が進路変更する方向を特定できる場合には、特定した方向に自車が進
路変更するものとして、自車と障害物とが鉢合わせる関係にあるかを推定し直す。そして
、鉢合わせる関係にあると推定した場合には、現在位置から鉢合わせすると推定される地
点までの距離を、自車に対する障害物の相対速度で除算することでＴＴＣを算出する。
【００９５】
　なお、自車と障害物とが鉢合わせる関係にあるかは、衛星測位システムで用いる受信機
を用いて検出した自車の現在位置の経時変化から予測できる自車の予測軌跡と、自車に対
する障害物の相対位置の経時変化から予測できる障害物の予測軌跡とが交わるか否かによ
って推定する構成としてもよい。
【００９６】
　ＴＴＣ判定部２０は、上述したようにして算出したＴＴＣが設定値を下回った場合には
、音声出力装置９から警告音を出力させる。また、ＴＴＣ判定部２０は、ＴＴＣが設定値
を下回った場合には、ＴＴＣが設定値を下回ったことを表示制御部１９に通知する。ここ
で言うところの設定値とは、任意に設定可能な値であって、例えば３．２ｓｅｃとする。
【００９７】
　ＴＴＣが設定値を下回ったことの通知を受けた表示制御部１９では、警告を示すアイコ
ン画像（以下、警告アイコン画像）や自車が進路変更する方向を示すアイコン画像（進路
アイコン画像）を、検出目安画像や障害物通知画像に重畳してＨＵＤ４に送信する。その
結果、警告アイコン画像や進路アイコン画像が、検出目安画像や障害物通知画像とともに
ウインドシールドに投影される。
【００９８】
　ここで、図１７を用いて、障害物との鉢合わせについて警告するアイコン画像の表示の
一例について説明を行う。図１７では、自動運転中に、障害物が存在する自車の右隣りの
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車線に車線変更する場合を例に挙げている。図１７のＤが警告アイコン画像を示しており
、Ｅが進路アイコン画像を示している。
【００９９】
　自車の右斜め前方に追越車（図１７のＯＶ２）を検出している場合には、黄色で表され
る障害物通知領域や円弧状の波紋を含んだ検出目安画像が表示される。ここで、自車が右
隣りの車線に車線変更しようとする場合に、追越車とのＴＴＣが設定値を下回ると、黄色
で表される障害物通知領域や円弧状の波紋だけでなく、図１７に示すような警告アイコン
画像（図１７のＤ）が表示され、追越車との鉢合わせの危険性を知らせてくれる。また、
警告アイコン画像だけでなく、進路変更の方向を示す進路アイコン画像（図１７のＥ）も
表示される。
【０１００】
　また、自車が右隣りの車線に車線変更しようとしていない場合には、追越車とのＴＴＣ
が設定値を下回らないので、黄色で表される障害物通知領域や円弧状の波紋は表示される
が、警告音の出力や警告アイコン画像の表示は行われないことになる。
【０１０１】
　このように、変形例１によれば、自車と障害物とが鉢合わせすると推定されるまでの残
り時間が設定値を下回った場合に限り、黄色で表される障害物通知領域や円弧状の波紋に
加えて、警告音を出力したり警告アイコン画像を表示させたりする。よって、障害物との
鉢合わせの危険性がある場合に限り、警告音の出力や警告アイコン画像の表示といった特
別な警告を行って、障害物との鉢合わせの危険性があることをドライバに気付かせること
ができる。
【０１０２】
　なお、図１７では、自車が車線変更する場合の例について示したが、車線変更の場合に
限らず、交差点での右左折時にも適用できるのは言うまでもない。また、自車の進路変更
する方向をウインカスイッチ８の信号から特定する構成を示したが、ウインカスイッチ８
以外に、自車の進路変更する方向をドライバが指示するスイッチが自車に設けられている
場合には、そのスイッチの信号から自車の進路変更する方向を特定する構成としてもよい
。
【０１０３】
　（変形例２）
　前述の実施形態では、障害物センサ群２が作動中であっても、自車が非自動運転中の場
合には、青色の検出目安画像を表示させない構成を示したが、必ずしもこれに限らない。
例えば、自車が非自動運転中の場合であっても、障害物センサ群２が作動中であれば、自
動運転中の場合と同様に青色の検出目安画像を表示させる構成としてもよい。
【０１０４】
　（変形例３）
　また、周辺監視ＥＣＵ３で検出した障害物が自車の対向車線に位置することを特定した
場合に、自車の対向車線に位置する障害物については、障害物通知領域や円弧状の波紋を
表示させないようにすることが好ましい。
【０１０５】
　障害物が自車の対向車線に位置することは、一例として、自車前方の路面を撮像するカ
メラの撮像画像を画像認識してセンターラインを検出し、障害物がこのセンターラインを
挟んで自車線とは反対側に位置することをもとに特定すればよい。この場合、障害物セン
サ群２には、自車前方の路面を撮像するカメラを含む構成とする。なお、他の方法によっ
て自車の対向車線に位置する障害物を特定できる場合には、他の方法を用いてもよいこと
は言うまでもない。
【０１０６】
　変形例２によれば、自車の対向車線に位置する対向車両については、障害物通知領域や
円弧状の波紋を表示させないで済むので、対向車両と自車がすれ違うたびに障害物通知領
域や円弧状の波紋が表示されることによる煩わしさを防止できる。
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【０１０７】
　（変形例４）
　前述の実施形態では、障害物通知領域を黄色、障害物通知領域を除く検出目安領域を青
色で表示させる構成を示したが、必ずしもこれに限らない。例えば、障害物通知領域と障
害物通知領域を除く検出目安領域との色が異なりさえすれば、他の色で表示させる構成で
あってもよい。色を異ならせる場合、色の属性のうちの黄色や青色といった色相を異なら
せる構成に限らず、彩度や明度を異ならせる構成としてもよい。
【０１０８】
　（変形例５）
　また、自車がおかれた環境に応じて、ウインドシールドに投影する画像の輝度や色を変
化させる構成としてもよい。一例として、夜には画像の輝度や明度を下げて視認しやすく
する。他の例としては、雪道では輝度や明度を高くしたり、検出目安領域の色を青色から
緑色に変えたりすることで視認しやすくする。夜であることは、時刻や照度センサを用い
て特定すればよい。雪道であることは、カメラで路面を撮像した撮像画像を画像認識し、
路面に広がる白色を検出することで特定すればよい。
【０１０９】
　（変形例６）
　また、自車が追越車に頻繁に追い越しされる場合のように、自車から見た左側や右側と
いった一定の方向に障害物を頻繁に検出する場合には、障害物通知画像や円弧状の波紋を
その都度表示させるのを中止して、障害物を頻繁に検出している方向の広範囲に検出目安
画像と異なる色の固定色を表示させる構成としてもよい。
【０１１０】
　障害物を頻繁に検出しているか否かは、時間あたりの障害物の検出数から判定すればよ
い。固定色は、一例として半透明のオレンジ色とするなどすればよい。また、固定色を表
示させる範囲は、自車の右側に障害物を頻繁に検出している場合には、図１８に示すよう
に、検出目安画像を投影する投影面の右方向の広範囲（図１８のＦ参照）とすればよい。
自車の左方向に障害物を頻繁に検出している場合には、検出目安画像を投影する投影面の
左方向の広範囲に固定色を表示させる構成とすればよい。
【０１１１】
　変形例６によれば、障害物通知画像や円弧状の波紋が頻繁に移動したり、頻繁に現れた
り消えたりすることによる煩わしさを防止することができる。
【０１１２】
　（変形例７）
　前述の実施形態では、ＨＣＵ１で投影変換を行って検出目安画像や障害物通知画像を得
る構成を示したが、必ずしもこれに限らない。例えば、障害物の有無、自車に対する障害
物の方向、自車に対する障害物の相対速度、自車の速度、検出目安領域選択部１６で選択
できる範囲といた条件別に、予め投影変換した複数パターンの検出目安画像や障害物通知
画像をＨＣＵ１のメモリに記憶しておき、この条件に合った検出目安画像や障害物通知画
像をメモリから読み出す構成としてもよい。
【０１１３】
　（変形例８）
　前述の実施形態では、ＨＣＵ１で投影変換を行った画像を、ＨＵＤ４を用いて、自車の
ウインドシールドを通して自車のドライバに見える景色に重畳表示させる構成を示したが
、必ずしもこれに限らない。例えば、ＨＣＵ１で投影変換を行った画像を、自車前方の景
色などといった、自車のドライバに見える景色を撮像した撮像画像に重畳表示させる構成
としてもよい。
【０１１４】
　変形例８によっても、少なくともどの程度の範囲までが障害物センサの検出対象となっ
ているかを、自車のドライバに見える景色と比較可能に表すことができるので、少なくと
もどの程度の範囲までが障害物センサの検出対象となっているのかをドライバが直感的に
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把握できるようになる。
【０１１５】
　なお、本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲
で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み
合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１１６】
１　ＨＣＵ（車両用表示制御装置）、２　障害物センサ群（障害物センサ）、４　ＨＵＤ
（ヘッドアップディスプレイ装置）、１１　センサ作動検出部、１３　車速特定部、１４
　相対位置特定部、１５　相対速度特定部、１６　把握領域選択部（選択部）、１８　投
影変換部（表示制御部）、１９　表示制御部

【図１】 【図２】
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